
受託人件費単価規程 

株式会社南西環境研究所 

2025 年 4月 1 日 

1 目的 

本規程は、株式会社南西環境研究所（以下、「当社」という。）が国及び地方公共団

体等から受託する業務において、人件費の算定に使用する単価の根拠および算定方法

を明確化することを目的とする。 

 

2 適用範囲 

本規程は、調査研究、計画策定、資料作成、普及啓発、現地調査、技術検討等の委

託業務に適用する。 

 

3 人件費の考え方 

受託業務における人件費は、当社職階区分および国土交通省「設計業務委託等技術

者単価（①設計業務）」および沖縄県土木建築部において適用する労務単価を基礎とし

て設定する。 

 

4 当社職階と単価 

当社職階と対応する基準日額を表 1に示す。 

 

表 1 

当社職階 対応職種 基準日額（税抜き） 

代表取締役 主任技師 \66,900 

取締役 技師 A \59,600 

執行役員 技師 B \48,500 

室長 技師 C \40,300 

副長 技術員 A \36,100 

主任・研究員 技術員 B \30,000 

契約社員 作業員 \22,300 

 

5 改定 

本規程は、国交省および沖縄県の単価改定、公的物価変動、または当社の組織改編

等に応じて改定し、改定後は速やかに公表する。                   

          

以上 


